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第6条
各省各庁の長は、毎年度、当該年度の前年度におけるその所掌事務に係る環境配慮
等の状況をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

※「環境配慮等の状況」…①環境負荷を低減することその他の環境の保全に関する活動 及び
②環境への負荷を生じさせ、又は生じさせる原因となる活動 の状況をいう。

・政府の環境政策面での実施状況については、環境白書・循環型社会白書において毎年度
公表されている。

・また、政府の通常の経済主体としての活動における取組については、まず、地球温暖化
対策推進法第20条の２に基づき、政府は、その事務及び事業に関し、温室効果ガスの排
出量の削減等に関する計画（政府実行計画）を策定するとともに、毎年1回、政府実行
計画に基づく措置の実施状況を公表しなければならないこととされている。政府実行計
画においては、政府の事務及び事業に伴い排出される温室効果ガス総排出量の削減に係
る数値目標を掲げるとともに、それを達成するための具体的措置が定められており、具
体的措置のうち公用車の燃料使用量、用紙使用量、電気使用量、エネルギー供給施設の
燃料使用量、上水使用量及び廃棄物の量に関しては、具体的な数値目標が掲げられてい
る。また、各府省も、政府実行計画に基づき、各府省の実施計画を定めている。

・この政府実行計画の実施状況については、毎年度、地球温暖化対策推進本部幹事会によ
りフォローアップがなされ、公表されている（参考資料１参照）。この実施状況の公表
においては、数値目標に係る実績のほか、具体的措置ごとの実施状況、よく取り組まれ
ている事項と取組が遅れている事項等について記載がされている。また、各府省の実施
状況、目標の達成状況など取組に対する評価及び今後の課題についても、併せて公表さ
れている。

施行状況

第6条 各省各庁による環境配慮等の状況の公表義務①
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・本条は、これらに加えて、立法府や司法を含めた各省各庁に、環境配慮等の状況の公表を
求めるものであり、各省各庁のウェブサイトにおいて公表がなされている（環境省による
公表例について次ページ･次々ページ参照）。

・また、環境省は、各省各庁の公表状況や公表時期について毎年確認するとともに、各省各
庁が環境配慮等の状況を公表しているウェブサイトへのリンクを一覧化している。

（http://www.env.go.jp/policy/hairyo_law/article6/jokyo18.html）

・本条は、翌年度中における公表を義務付けているが、一部の機関においては、公表が次々
年度にずれ込んだケースがある（文部科学省、外務省、人事院、公正取引委員会、金融庁、
衆議院、参議院）。

・なお、環境基本計画第三部第1節においては、各府省は「環境配慮の方針」を定め、その実施状況
を点検することが規定されており、各府省においては、環境配慮の方針の実施状況の点検結果の公
表をもって本条に基づく公表としているところが多い。

※環境基本計画第三部第1節（抄）

各主体は、環境基本計画に沿い、自らの行動への環境配慮の織り込みに最大限努めるものとし、その推進にあ
たり、環境管理システムなどの手続的手法の活用を図るものとします。特に、関係府省は、環境基本計画を踏まえ
ながら、オフィス、会議、イベント等における物品・エネルギーの使用といった通常の経済主体としての活動分野と、
各般の制度の立案等を含む環境に影響を与えうる政策分野の両面において、それぞれの定める環境配慮の方針
に基づき、環境配慮を推進します。また、環境配慮の取組を一層充実させるため、環境配慮の実施状況を点検
し、その結果をそれぞれの活動に反映していくための仕組みの強化等、環境管理システムに関する取組を積極的
に推進します。

第6条 各省各庁による環境配慮等の状況の公表義務②
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第7条
地方公共団体の長は、毎年度、当該年度の前年度におけるその所掌事務に係る環境
配慮等の状況をインターネットの利用その他の方法により公表するように努めるものと
する。

・環境省の調査によれば、回答のあった地方公共団体のうち、平成19年度に環境配慮等の
状況を既に公表しているのが21.9％、今後公表する予定が3.1％となっている。このほ
か、検討中が23.8％となっている。（平成19年度 地方公共団体のグリーン購入に関するアンケート調

査）

・都道府県・政令市においては、9割近くが公表している一方、市及び23区では34.5％、
町村では3.1％と、規模による差が大きく現れている。

施行状況

第7条 地方公共団体による環境配慮等の状況の公表（努力義務）
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・公表手段については、第7条において例示されている「ホームページ」が、すべての規模
において上位の回答となった。

・規模別に見ると、都道府県・政令市では「環境白書に含める」が80.0％、区市・町村で
は「広報（行政だより）」がそれぞれ36.2％、60.5％となっており、規模により、より
簡易な手段が選ばれている傾向にある。

第7条 地方公共団体による環境配慮等の状況の公表（努力義務）②
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第9条第1項
特定事業者は、主務省令で定めるところにより（→環境負荷を示す数値を含め、年度終
了後6ヶ月以内に）、毎事業年度、環境報告書を作成し、これを公表しなければならない

※特定事業者…特別の法律によって設立された法人であって、国の事務事業との関連性の程度、
組織の態様、環境負荷の程度、事業活動の規模その他の事情を勘案して政令で定めるもの（法第2
条第4項）
※国に準ずる位置付けである特定事業者について、率先垂範の観点から環境報告書の作成を義務
付けることにより、民間事業者に環境報告書の作成及び公表等の取組が波及すること等を期待する
趣旨

・特定事業者としては、独立行政法人、国立大学法人等の特別の法律によって設立され
た法人について、法第2条第4項の要件に従い、現在88の法人が政令により指定されて
いる（次ページ参照）。

・すべての特定事業者が、年度終了後6ヶ月以内に、環境負荷の数値を含む環境報告書
を作成・公表している。

施行状況

第9条第1項 特定事業者による環境報告書作成公表義務①
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（参考）特定事業者として政令により指定されている法人

○ 自動車検査独立行政法人、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人海洋研究開発機構、独立行政法人家畜改

良センター、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、独立行政法人国立環境研究所、独
立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人
雇用・能力開発機構、独立行政法人産業技術総合研究所、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法
人森林総合研究所、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人中
小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人日本原
子力研究開発機構、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立
行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人理化学研究所及び独立行政法人労働者健康福祉機
構

○ 国立大学法人愛知教育大学、国立大学法人秋田大学、国立大学法人旭川医科大学、国立大学法人茨城大学、国立大学法

人岩手大学、国立大学法人宇都宮大学、国立大学法人愛媛大学、国立大学法人大分大学、国立大学法人大阪教育大学、国
立大学法人大阪大学、国立大学法人岡山大学、国立大学法人香川大学、国立大学法人鹿児島大学、国立大学法人金沢大学
、国立大学法人岐阜大学、国立大学法人九州工業大学、国立大学法人九州大学、国立大学法人京都大学、国立大学法人熊
本大学、国立大学法人群馬大学、国立大学法人高知大学、国立大学法人神戸大学、国立大学法人埼玉大学、国立大学法人
佐賀大学、国立大学法人滋賀医科大学、国立大学法人静岡大学、国立大学法人島根大学、国立大学法人信州大学、国立大
学法人千葉大学、国立大学法人筑波大学、国立大学法人電気通信大学、国立大学法人東京医科歯科大学、国立大学法人東
京海洋大学、国立大学法人東京学芸大学、国立大学法人東京工業大学、国立大学法人東京大学、国立大学法人東京農工大
学、国立大学法人東北大学、国立大学法人徳島大学、国立大学法人鳥取大学、国立大学法人富山大学、国立大学法人長崎
大学、国立大学法人名古屋工業大学、国立大学法人名古屋大学、国立大学法人新潟大学、国立大学法人浜松医科大学、国
立大学法人弘前大学、国立大学法人広島大学、国立大学法人福井大学、国立大学法人福島大学、国立大学法人北海道教育
大学、国立大学法人北海道大学、国立大学法人三重大学、国立大学法人宮崎大学、国立大学法人山形大学、国立大学法人
山口大学、国立大学法人山梨大学、国立大学法人横浜国立大学、国立大学法人琉球大学及び国立大学法人和歌山大学

○ 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構及び大学共同利用機関法人自然科学研究機構

○ 日本環境安全事業株式会社
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第9条第2項
特定事業者は、前項の規定により環境報告書を公表するときは、「記載事項等」に従って
これを作成するように努めるほか、自ら環境報告書が「記載事項等」に従って作成されて
いるかどうかについての評価を行うこと、他の者が行う環境報告書の審査を受けることそ
の他の措置を講ずることにより、環境報告書の信頼性を高めるように努めるものとする。

・主務大臣（環境大臣ほか8大臣）は、法第8条第1項に基づき、事業活動に係る環境配慮等
の状況の公表に係る慣行その他の事情を勘案して、環境報告書に記載し、又は記録すべき事
項及びその記載又は記録の方法（＝「記載事項等」）を定めることとされている（次々ペー
ジ参照）。この「記載事項等」は、特定事業者のみならず、環境報告書全般を対象としたも
のであるが、特定事業者に対しては、「記載事項等」に従って作成するよう努めることとさ
れている。

・特定事業者の環境報告書が「記載事項等」に従って作成されているかどうかを調査したの
が、資料８である。これによると、「記載事項等」に定める事項は概ね記載されている。事
業活動に伴う環境負荷に係る数値については、エネルギー使用量、CO2排出量、紙使用
量、水使用量、廃棄物排出量、化学物質使用量等、データを豊富に盛り込む特定事業者も多
く見られた。環境報告書に関し地域や学生等からアンケートを取るとともに結果をフィード
バックするといった利用者とのコミュニケーションの取組を行っている特定事業者も見られ
た。環境報告書の作成の義務付けを機に、学生も参加した学内の環境マネジメント体制の構
築・運用を図っている大学もある。

第9条第2項 特定事業者による環境報告書の信頼性向上努力等①

施行状況
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・その一方で、対象となる組織範囲の記載がない、環境配慮の目標及びその達成
に向けた取組計画の記載が明確でない、マネジメント体制・運営方法の記載が
不十分、利用者とのコミュニケーションの記載がない、といった例もみられ
た。また、環境負荷に係る数値の記載はあるものの、事業活動の性格から考え
て、より多くの種類の数値の記載が望ましいと考えられる例も見られた。

・また、特定事業者は、自己評価や第三者審査等により、環境報告書の信頼性を
高めるよう努めることとされている。 88法人中、第三者審査を受けているの
は３法人（３％）、第三者意見を受けているのは27法人（31％）、自己評価
を行っているのが52法人（59％）である。また、自己評価と第三者審査又は
第三者意見の両方を実施しているのは18法人（21％）、どちらも実施してい
ないのは24法人（27％）である（次々ページグラフ参照）。

・なお、環境省としては、「環境報告書の信頼性を高めるための自己評価の手引
き」を平成19年12月に策定・公表し、自己評価の促進を図っている。

・また、優秀な環境報告書を表彰する「環境コミュニケーション大賞」におい
て、平成18年度から「特定事業者部門」を設け、特定事業者による取組の促進
を図っている。

第9条第2項 特定事業者による環境報告書の信頼性向上努力等②
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（参考）「環境報告書の記載事項等」（平成17年環境省ほか8府省共同告示）
第一 趣旨

この記載事項等は、環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第八条第一
項の規定に基づき、環境報告書に記載し、又は記録すべき事項及びその記載又は記録の方法を定めるものとする。

第二 環境報告書の記載事項等

1.一 事業活動に係る環境配慮の方針等

環境報告書には、事業者（法人であるときは、その代表者）の緒言及び事業活動に係る環境配慮についての方針又は基本理念を
記載し、又は記録するものとする。

2.二 主要な事業内容、対象とする事業年度等

環境報告書には、主要な事業内容及び事業所並びにその記載又は記録の対象とする事業年度又は営業年度及び組織の範囲を
記載し、又は記録するものとする。

3.三 事業活動に係る環境配慮の計画

環境報告書には、事業活動に係る環境配慮についての目標及び当該目標を達成するために行う取組を定めた計画を記載し、又
は記録するものとする。当該計画の記載又は記録に当たっては、数値を用いることが望ましい。

4.四 事業活動に係る環境配慮の取組の体制等

環境報告書には、事業活動に係る環境配慮についての目標を達成するために行った取組に係る体制及びその運営方法を記載し
、又は記録するものとする。

5.五 事業活動に係る環境配慮の取組の状況等

環境報告書には、事業活動に係る環境配慮についての目標を達成するために行った取組の状況及び事業活動に伴う環境への
負荷のうち一以上の重要なものの程度を示す数値を記載し、又は記録するものとする。事業活動に伴う環境への負荷のうち一以上
の重要なものの決定は、事業者が当該環境への負荷の程度及び環境報告書の利用者にとっての有用性の程度を考慮して行うも
のとする。

6.六 製品等に係る環境配慮の情報

環境報告書には、事業者が環境への負荷の低減に資する製品その他の物の製造等又は役務の提供を行ったときは、当該製品
その他の物又は役務に係る環境への負荷の低減に関する情報を記載し、又は記録することが望ましい。

7.七 その他

環境報告書には、環境関係法令に基づく規制について行った対応、その利用者等との間において行った意見交換等の概要を記
載し、又は記録することが望ましい。

第9条第2項 特定事業者による環境報告書の信頼性向上努力等③
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第9条第2項 特定事業者による環境報告書の信頼性向上努力等④

13

（参考）特定事業者による環境報告書の信頼性向上措置の実施状況

第三者＆

自己評価

21%（18者）

自己評価

59%（52者）

3%
(3者)

片方のみ実施

52%（46者）

自己評価なし

41%（36者）

第三者意見

31%（27者）

両方実施せず

27%（24者）

なし

66%（58者）

両方実施

自己評価

第三者審査・意見

第三者審査



第10条
環境報告書の審査を行う者は、独立した立場において環境報告書の審査を行うように努
めるとともに、環境報告書の審査の公正かつ的確な実施を確保するために必要な体制の
整備及び環境報告書の審査に従事する者の資質の向上を図るように努めるものとする。

○上記の規定を踏まえ、「環境報告書等の審査手法を示し、審査の公平性、透明性、独立
性、信頼性を確保するとともに、効率的・有効な審査を実現することで、環境報告書等の信
頼性向上に寄与することを目的として」、環境報告書の審査業務を行っている団体が共同し
て、平成17年6月に「日本環境情報審査協会」が設立された。さらに、同協会は、サナテ
ナビリティ報告書の増加を踏まえ、平成19年8月に有限責任中間法人「サステナビリティ
情報審査協会」（以下「協会」という。）となっている（2008年11月現在、審査機関9
社が加盟）。

○協会は、以下の業務を行っている。

①審査機関及び審査人の認定・登録、倫理及び品質管理に関する業務

・審査機関の認定については、公平性を確保する体制、必要な専門知識・実務経験を有する
充分な数の審査人を有すること、品質管理の実施、他の業務活動との区分管理等の要件につ
いて審査を行った上で、認定が行われている。また、定期的な確認も行われている。

第10条 環境報告書の審査等を行う者の審査体制の整備等（努力義務）①

施行状況
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（続き）

・審査人の認定については、協会が実施する必要な知識に関する研修及び試験を経て、実務
経験を含む一定の要件を満たすことによって行われる。必要な知識としては、①経営に関す
る知識、②CSRに関する組織の経営問題とその対応策に関する知識、③社会・経済・環境
に関する条約及び国内法令に関する知識、③地球環境、人間社会及び組織の持続可能性に関
わる経済的、社会的、環境的な問題とその対応策に関する知識、④監査に関する知識とされ
ている。

②審査に関する基準等の策定

・サステナビリティ情報審査実務指針を策定している。

※これに先立ち、環境省は、平成17年3月に審査機関の協力を得て「環境報告書の審査の要
点」を取りまとめるとともに、19年5月には日本会計士協会と共同で、日本環境情報審査
協会や審査機関等の協力を得て、「CS情報審査に関する研究報告」を取りまとめている。
上記実務指針はこうした検討を踏まえたもの。

③環境報告書等の登録に関する業務

・審査機関が審査した証となるマークの使用及びマークが付与された環境報告書・サステナ
ビリティ報告書の登録に関する業務を行っている。

④審査人の研修に関する業務

・環境報告書・サステナビリティ報告書の審査に必要となる知見を修得たための研修に関す
る業務を行っている。

第10条 環境報告書の審査等を行う者の審査体制の整備等（努力義務）②
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第11条第1項
大企業者は、環境報告書の公表その他のその事業活動に係る環境配慮等の状況の公表を行うよう
に努めるとともに、その公表を行うときは、記載事項等に留意して環境報告書を作成することその他
の措置を講ずることにより、環境報告書その他の環境配慮等の状況に関する情報の信頼性を高める
ように努めるものとする。
※「大企業者」については、「中小企業者以外の者をいい、特定事業者を除く」とされている。

・環境省が毎年実施している「環境にやさしい企業行動調査」によれば、上場企業及び従業
員500人以上の非上場企業における環境報告書の作成割合及び作成数は、平成13年度以
降、毎年度増加している。法施行前のH16とH18の作成割合を比較すると、31.7%から
37.8%に増加している。
なお平成15年8月に閣議決定された旧循環型社会形成推進基本計画では、「平成22年度
に、上場企業の約50％及び従業員500人以上の非上場企業の約30％が、環境報告書の公
表を行うこと」を目標として掲げていたが、この目標は既に達成されている。

- 環境報告書を作成・公表している企業数及びその割合 ‒

第11条第1項 大企業者による環境配慮等の状況の公表と信頼性向上（努力義務）①

施行状況
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・環境報告書作成企業数・割合の推移（H9～）（環境省：環境にやさしい企業行動調査）

※なお、(社)日本経済団体連合会の「環境立国のための３つの取り組み」（平成16年1
月）においては、以下のとおりとされている。

「企業はこうした取り組みを積極的に情報発信し、広くステークホルダーに配慮して経
営を進めなくてはなりません。コミュニケーション手法も多様化しており、いわゆる環
境報告書、ＣＳＲ（企業の社会的責任）報告書などは、市場、消費者、投資家と企業を
結ぶ上で重要な役割を果たしております。すでに日本経団連の会員企業でも300社以上
が環境報告書等を策定・公表しておりますが、日本経団連は３年倍増をめざして、さら
に多くの企業が環境報告書やＣＳＲ報告書などの策定・公表に取り組むよう、会員企
業・団体に呼びかけるとともに、その動きをフォローアップしていきたいと考えており
ます。」

第11条第1項 大企業者による環境配慮等の状況の公表と信頼性向上（努力義務）②
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・また、環境報告書を作成していると回答のあった1,049社における、環境報告書への社会・経済面の
記載については、社会・経済面についても記載しているという企業が65.7％（H18）あり、年々増加
している傾向にある。これらの企業の多くは、「持続可能性報告書」、「CSR報告書」、「環境・社
会報告書」といった形式で報告書を公表している。

・信頼性向上のための取組については、第三者審査、第三者機関・有識者からのコメント、内部審査を合
わせ、H16の34%から、H18には64.7%と増えている。（ただし、第三者機関・有識者からのコメ
ントという質問項目は、H17に新設したもの）

第11条第1項 大企業者による環境配慮等の状況の公表と信頼性向上（努力義務）③
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第11条第2項
国は、中小企業者がその事業活動に係る環境配慮等の状況の公表を容易に行うこと
ができるようにするため、その公表の方法に関する情報の提供その他の必要な措置を
講ずるものとする。

・環境省は、中小事業者にも取り組みやすい環境マネジメントシステムである「エコアク
ション21」のガイドラインを策定している（ガイドラインに基づく認証・登録制度の運
用は(財)地球環境戦略機関持続性センターが実施）。企業の環境経営に真に必要な事項の
みを盛り込み、環境負荷の把握や環境対策の自己チェックが簡単にできるような工夫を
行っている。

・エコアクション21の特徴は、環境マネジメントシステム、環境保全の取組（少なくとも
CO2排出量、廃棄物排出量、水使用量の削減に向けた取組）、環境報告の３要素を統合し
たガイドラインであること。企業は、エコアクション21に取り組むことにより、環境活
動レポートの作成・公表を行うことができる。

・エコアクション21の認証・登録事業者数は、2008年10月現在で2,9２6事業者。今年
に入ってからは、月平均約90事業者のベースで増加している。

・環境省としては、「エコアクション２１」の認証・登録促進のため、エコアクション21
の認証を取得した者又は取得が見込まれる者を対象に、認証を取得するために必要な資金
や、認証を取得する上で掲げた環境目標を達成するための設備資金・運転資金について、
日本政策金融公庫が低利融資を行う制度を、平成20年度に創設した（財投スキーム）。

第11条第2項 国による中小企業者の環境配慮等の状況の公表への支援

施行状況
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－エコアクション２１の特徴－

①中小事業者にも取り組みやすい環境経営システム ②必要な環境への取組を規定 ③環境報告の作成・公表

エコアクション２１について（１）

エコアクション２１取組の決定

実施体制の検討・決定

環境への負荷の把握・評価項目の検討

環境への負荷の自己チェックの実施

環境方針の作成

環境目標及び環境活動計画の策定

計画の実施（Do）

取組状況の確認・評価（Ｃｈｅｃｋ）

全体の評価と見直し（Action）

環境活動レポートの作成と公表

環境への取組の自己チェックの実施

初期環境

レビュー

計画の

策定

（Ｐｌａｎ）

環境経営

システムの

構築・運用

見

直

し

－エコアクション２１の取組手順－ －ガイドラインの１２の要求事項とPDCAサイクル－

継続的改善

計画の策定

Plan

①環境方針の作成
②環境負荷と環境への取組状況の把握及び評価
③環境関連法規等の取りまとめ
④環境目標及び環境活動計画の策定

計画の実施

Do

⑤実施体制の構築
⑥教育・訓練の実施
⑦環境関連法規等の取りまとめ
⑧実施及び運用
⑨環境上の緊急事態への準備及び対応

全体の評価と見直し

Ａｃｔｉｏｎ

⑫代表者による全体の評価と見直し

取組状況の確認・評価

Ｃｈｅｃｋ

⑩取組状況の確認及び問題の是正
⑪環境関連文書及び記録の作成・整理

－エコアクション２１の審査と登録－

環境省が策定したガイドラインの要求事項に基づきエコアクション２１の取組を行い、
環境活動レポートを作成・公表した事業者は、エコアクション２１審査人による所定の審査を
受審し、審査に合格した場合は、環境への取組を積極的に行っている事業者として認証・登録
されます。
この制度におけるエコアクション２１審査人の試験・認定・研修及び事業者の認証・登録と
その環境活動レポートの公表等は、財団法人 地球環境戦略研究機関持続性センター
（ＩＧＥＳ－ＣｆＳ）エコアクション２１事務局が行っています。

20



エコアクション２１について（２）

◆中小事業者等でも取り組みやすい環境経営システム

◆必要な環境保全の取組を規定

◆環境報告書の作成・公表

環境配慮の取組を
確かなものにするため

●エコアクション２１審査人による審査等
取り組み前の事業者へのアドバイスや認証取得に当たっての審査を行う
※平成20年3月末日現在748人

環境配慮の取組を
第三者にＰＲするため

●ＩＧＥＳによる認証・登録
一定の手続きを経て、認証・登録を行う
1年後に中間審査、2年以内に更新審査
※平成20年3月末日現在2283事業者が
認証・登録

環境配慮の取組を
更に広げるため

●地域事務局との連携
地域事務局と連携し、エコアクション21
への取り組みを全国に広げる
※平成20年4月1日現在の事務局数47

－エコアクション21の特徴－

エコアクション21認証・登録の推移
（H.16.10～20.3月現在）

大手企業は、ＩＳＯ14001を認証取得し、循環型社会の形成に向け、様々な取組を行っている。
一方、中小事業者等においては、環境への取組は費用面、人員の面からも負担が大きく、その取組がなかなか進まな
い状況にある。
こうした背景を踏まえ、企業数の大半を占める中小事業者等による環境保全の積極的な取組を促進するため、エコア
クション21の普及促進を図る。

１７年度 １８年度
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第12条
事業者は、その製品等が環境への負荷の低減に資するものである旨その他のその製
品等に係る環境への負荷の低減に関する情報の提供を行うように努めるものとする。

①製品等が環境負荷低減に資するものである旨の情報提供（参考資料５参照）

・多くの個別事業者により、自己宣言型の環境ラベルが提供されている。環境省の「環境
ラベル等データベース」においては、各事業者により同データベースに登録された各企
業の環境ラベルについて情報提供がなされている。

・業界団体の審査を経て提供される環境ラベルとしては、「ＰＣグリーンラベル」（(社)電
子情報技術産業協会） 、「エコガラス」（板硝子協会） 等がある。

・行政機関・公的主体が運営するラベリング制度に事業者が認証されたものとして、

「エコマーク」（(財)日本環境協会） 、「省エネラベリング制度」（経済産業省）
等がある。

②製品に係る環境負荷のデータを提供するもの（参考資料５参照）

・製品に係る環境負荷の定量的データを提供する取組の代表的なものとしては、「エコリ
ーフ」（(社)産業環境管理協会） がある。製品の環境情報をLCA手法を用いて定量
的に表示し、ウェブ上で公開して いる（11月9日現在、58事業者の471件の製品
のデータが公開されている）。

第12条 事業者による製品等に係る環境負荷低減に関する情報の提供（努力義務）①

施行状況
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・また、「エコ商品ねっと」 （グリーン購入ネットワーク）において、ライフサイ
クル全体を考慮した商品 の環境情報データが掲載されている。

・そのほか、「家電製品環境情報」（(社)日本電機工業会）、「車種別環境情報」（(社)日
本自動車工業会）等により、特定の業界に係る製品について、環境性能に係るデータが
公開されている。

→①②のような事業者の提供する環境情報は、消費者が環境負荷の低い製品を選択する上で
役立っていると考えられる一方、事業者の自己宣言であるため、客観性や合理性に欠け
、表示の根拠が不明確であいまいなケースが散見され、シンボルマークの氾濫による混
乱が生じたり、製品間の比較が難しくなっている。

第12条 事業者による製品等に係る環境負荷低減に関する情報の提供（努力義務）②
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第13条第1項
国は、環境報告書を収集し、整理し、及び閲覧させる業務を行うものに関する情報の提供
その他の環境報告書の利用の促進に必要な措置を講ずるものとする。

①環境報告書を収集し、整理し、及び閲覧させる業務を行う者に関する情報の提供

・環境報告書の収集･整理・閲覧を行う民間団体としては、例えば以下のものがある。

○エコホットライン（各社の環境報告書サイトにリンクを張るとともに、環境報告書の送
付サービスを提供。登録団体数532社） http://www.ecohotline.com/

○社会・環境報告書データベース（各社の環境報告書サイトへリンクを張るとともに、環
境報告書の送付サービスを提供。掲載団体数534社） http://www.ecorepo.com/

○環境goo「環境報告書」「CSR報告書」リンク集（各企業の環境報告書が含まれるウェ
ブページにリンクを張っている。138社についてリンク）

○EICネット（地方公共団体の環境白書のウェブサイトへのリンクを張っている）

http://www.eic.or.jp/library/navi/inquire/hakusyo/hakusyo.htm

・国としてこれらのサイトに関する情報提供を行っていないため、行う必要がある。

第13条第1項 国による環境報告書の利用促進措置①

施行状況
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②その他の環境報告書の利用の促進に必要な措置

・環境省は、（財）地球・人間環境フォーラムと共同で、平成9年から毎年、優れた環境報告
書等や環境活動レポート、およびテレビ環境ＣＭを表彰することにより、事業者等の環境
コミュニケーションへの取組を促進するとともに、その質の向上を図ることを目的とし
て、「環境コミュニケーション大賞」を実施してきている。また、その表彰式と併せて、
「環境コミュニケーションシンポジウム」を開催し、環境コミュニケーションに関する内
外の最新情報を伝えるとともに、企業が環境危機にどのように取り組み、その取組を社会
全体にどのように伝えていくのかについて議論するとともに、環境報告書の利用促進を
図っている。

・また、環境省は「環境報告書データベース」により、特定事業者の環境報告書について、
環境省の環境報告ガイドラインに掲げられている項目に従って情報を検索できるデータ
ベースを提供しているが、環境報告書そのものをデータベース上で見ることができず、リ
ンクも張られていないこと、掲載されているのが特定事業者だけであり広がりに欠けてい
ることといった課題がある。

http://www.kankyohokoku.jp/2003/

・経済産業省は企業等の環境報告書のデータベースを提供している。700社以上の企業等の
環境報告書のPDFデータが閲覧できるとともに、温室効果ガス排出量やキーワードによる
検索ができるようになっている。

第13条第1項 国による環境報告書の利用促進措置②
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第13条第2項
国は、前項に定めるもののほか、事業者又は国民が投資、製品等の利用その他の行為
をするに当たって環境情報を利用することを促進するため、技術的な助言その他の必要
な措置を講ずるものとする。

・環境省は、消費者が環境にやさしい商品を選択するに当たって参考となる情報源情報を提
供するため、「環境ラベル等データベース」を提供している（参考資料５参照）。

http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/index.html

また、環境にやさしい商品選びに資する3つのポイント（地球温暖化、資源消費、化学物
質）に関する情報を提供する「商品環境情報提供システム ECOセレ」を運用している。

・さらに、消費者にわかりやすい適切な環境表示の促進に向け、事業者等が取り組むべき内
容をまとめた「環境表示ガイドライン」を平成20年1月に策定・公表した。

http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/guideline/index.html

このガイドラインでは、環境表示の多くを占める各企業による自己宣言型の環境表示につ
いて、次ページのように取り組むことで、消費者にわかりやすい適切な環境表示へのス
テップアップを図っていくことを推奨している。

・経済産業省により、省エネラベリング制度・統一省エネラベルの運営、省エネ性能カタロ
グの提供等が行われている。

・国土交通省により、自動車の燃費性能の評価及び公表、低排出ガス車認定等が行われてい
る。

・環境省、経産省及び国交省により、低公害車ガイドブックの作成・提供が行われている。

第13条第2項 国による環境情報利用促進措置

施行状況
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適切な環境表示へのステップ

環境表示ガイドライン１８頁より

☆タイプⅡ規格への準
拠（タイプⅡ：自己宣言型環
境ラベル及び宣言）

環境の情報の収集整理

JIS Q 14020
JIS Q 14021
への準拠

☆本ガイドライン独自の
要求事項への準拠

１．すべての環境表示に適用さ
れる要求事項

２．シンボルの使用に関する要
求事項

３．自主基準への適合性をシン
ボルを用いて行う際の要求事項

４．情報開示に関する要求事項

☆比較可能な環境ラベ
ルの検討

各社各様に設定されてい
る環境ラベルを製品間で
比較が出来るように基準
等を考慮したり、新たな
ラベルを業界等で設定す
ることなどを検討する

○環境表示に関するルールを共有
○情報提供方法の統一化

ステップ１

ステップ２

ステップ３
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